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日本技術者教育認定機構の設立

1. 技術者とその教育に求められるもの

備

考

工学院大学大橋秀雄

-社会に認知された技術者の育成 現代を特徴付ける最大のものは環境の人工化である。

都市においては、建造物、道路、交通機関、通信網などが空間を埋めつくし、その中での

人々の生活も、人工物の道具に支えられてのみ成立する。このような状況は、近代に始ま

る技術の進歩を根拠として出現したものであるが、技術の進歩の中心に技術者(建築士を

含む)がいる。技術者は単に技術進歩の推進者であるのみならず、その成果が人類・社会

に及ぼす影響についても強し、責任を持つ自律的な行動者でなければならない。

技術者がこのように変化を遂げるとき、技術者の新しい社会的定義が不可欠となる。こ

のことが、技術者が社会的に認知された資格を必要とすることの本質的根拠である。

一方、資格制度の確立とともに、このような能力を持つ技術者の教育も、技術の学理を

教授する工学教育を高度化するに留まらず、社会的職能集団としての自覚をもっ専門職を

育成する技術者教育の視点を強化する必要がある。このような教育の質的変化と改善を押

し進めるために、水準の高い教育を実施していることを専門教育プログラムごとに認定す

る制度の導入が求められるようになってきた。

-国際整合性とアカウンタピリティ 1990年代初頭の冷戦体制の崩壊を契機として、経

済活動に先導されてグローパリゼーションの奔流が始まった。加えて 1995年からスタート

したwro(世界貿易機関)体制のもと、モノに続いてサービスの貿易自由化が急激に進み

始めた。サービスの基本は人であることから、技術者の交流を円滑に進めるための技術者

資格の相互承認や、資格の前提条件である技術者教育の同等性の認定が求められるように

なった。この動きに対応するため、我が国の技術者資格制度やその基盤となる技術者教育

の国際整合性を高めることが早急に必要となってきた。当面の課題として、我が国の技術

者教育のアカウンタピリティを高め、その品質を認定して世界標準との互換性をはかるシ

ステムの確立が求められるようになった。

なお、以上の時代認識は、日本学術会議工学教育研究連絡委員会(阿部博之委員長)の



討議を承けて昨年 12月に古川弘之会長が発表した f技術者教育の認定制度及び技街者資

格揖題に関する会長談話J(参考資料)に沿うものである。

2. 工学と En訴neering

我々は、長らく工学と Engineeringは同等なものと思ってきた。しかし両者の定裁を比

較してみると、そこには大きな濃いがある。

8大学工学部を中心とした f工学における教育プログラムに関する検討委員会j は、

学に次の定絡を与えているc

工学:工学とは数学と自然科学を基礎とし、ときには人文社会科学の知見を用いて、公

共の安全、健藤、福祉のために有用な事物や快適な環境を構築することを間的とする学問e

一方 Engineeringは、英米を中心にほぼ次のように定載されている。

Engineering :数理科学、自祭科学および人工科学の知識わ駆使し、社会や環境に対する

影響会予見しながら資諒と告然力を経務的に活用し、人類の利益と安全に貢献するハー

ド・ソアトの人工物やシステムを研究・開発・製造・運用・維持する専門職業。

工学は学問であ号、 Enぎineeringは技術業という専門職業である。この違いが、国際整

合性を考えるに当たってもっとも注意すべき点、である。なお Engineeringは、 Methodology

やA誌の意に用いられることも多く、意味するものを注意深く見分けることが必要である。

3. 工学教育と EngineeringEducation 

工学教育とは、工学におけるスキルと知識を与える教育である(前記検討委員会)。一方

Engineering Educationは、技術業という専門職業に関わる教育全般を指す。従って、職業

の知的碁盤を形作る学理(数学、議然科学から設計学のような人工科学までを含む)を教

授するに髄まらず、自律的な投手若者を育成するのに必要な教養教育{社会、経済、経常設と

含む)、倫理教育、総合力を養う設計教育、コミュエケーションカの強化、実地経験などを

すべて包含する。したがって EngineeringEducationの実体は、工学教脊(Engineering

Science)+技街者教脊という日本語でもっとも正確に訳出できる。それらの意味付けを前提

としつつ、教育とは結局は人を育てるものであるという観点、かち、今後 Engineering

Educationの訳語として、単純明決に技術者教育を当てることにする。

4. 詰本技街者教脊認定機構 (Jap組 AccreditationBoard for Engineering 

Education)の設立に向けて

・設立の趣

我が園の技術者教育が、国際的にみて十分高い水準在実現できるような仕組みを整備

し、またその事実を国際的に認知させることを目標とする。その手段として、我が国独自

の技術者教育プログラム安設定してその認定を行うため、学協会の協力のもとに技術者教

育認定機関を設立する。



なお設が留には、大学設置・学校法人審査会による放置審査、大学基準協会の加盟審

査・相互評価、大学審議会の答申に基づき将来設置が検討されている第三者機関による評

舗など、様々な審査・評錨機詣が存在している。それらのうち、認定(accreditation)の名に

値するものは設置審査のみであるが、これは教育単位(大学・学部・学科等)ごとに教育

の慣を評錨・認定する機関認定(Institutional Accreditation)の役割を果たしている。しかし

その有効期間は、設置当初の数年間と見なされる恐れが大きい。技術者教賓の認定は、専

門教育プログラムの認定、すなわち専門認定(ProfessionalAccreditation)に最し、我が

はこの種の認定制度は春在しない。

- これまでの取号線み

グローパヲゼーションの流れに対応するため， 1996年に日本工学教脊協会の f工学教育

アクレヂィテーションシステム調査検討委員会j が設立与れp 検討を開始した。さらに翠

97年 7月 28日に f間際的に通用するエンジニア教育検討委員会j が， 言本工学教育協会

と日本工学会を事務局とし， 36の工学系学協会書文部省，通商産業省，科学技術庁，経団

連関係者などが出嘉して設立された。委員長には定)11弘之日本学術会議会長が就在した。

この委員会には、制度の基本案を作成する f基本委員会J(委員長 大中逸雄大阪大学教授)

ι各専門分野ごとの基準を検討する f専門委員会J(委員長代行 落合英俊九州大学教授，

50以上の学協会が森加)が付置され、検討を開始した。

昨年 12月、日本技街者教育認定機構の発足を目指して設立準備委員会(勢員長 大橋

秀雄、設立準備室長原田耕作)が発足し、その下に組織WG (主査小野田武)、手頼・

マニ品アルWG(主査 大中逸雄)、広報WG(主査石川憲一)在編成して組織立ち上申

のための具体的準備に着手した。本年2月、工学系の大学長・学部長、工学系学協会長、

経団連等関係団体に、日本技手存者教育認定機構の設立趣意書、認定制度、専門に関わらず

一般的iこ適用される f共通基準J、専門ごとに作成される f分野別基準j の素案を配布し、

これに対する意見を求めた。またその趣旨を徹寵するため、学協会対象の説明会を 1岳、

大学対象の説明会を全国八カ所(日本工学教育協会、各地区工学教育協会と共鑑〉で関穫

し、説明と質疑応答で理解を深めた。

- これからの予定

今後、組織、財務、手11慎・マニュアル等の原案を改善し、本年秋を目途に E本技術者教

育認定機構を設立する予定で、ある。当面は任意自悼として発足し、約 2年間の試行ののち、

公益法人化する予定で準備を進める。

組織上の最大の問題点は、認定機構と学協会がどのように役割を分担するかである。こ

れについては、学協会が共需して ABETを設立し、 ABET中心に認定を進めるアメリカ方

式と、EngineeringCouncilが各学協会に認定を委任するイギリス方式がある。殺が国では、

アメリカ方式で試行を開始し、十分習熟して独告に認定が分担できるようになった学協会



から認定を委任して、徐々にイギリス方式に移行することにした。その場合でも、認定団

体はあくまでJABEEであり、また我が国を代表してワシントンアコードに加盟を申請する

のも JABEEである。

間際対応については、試行の段階から ABETを主体に密接に連絡を取り、正式認定に移

行後できるだけ速やかにワシントンアコード加盟を果たすように努力する。

なお、現在考えられているスケジュールは以下の通りである。

設立時点 2年設 4年後

• JABEE設立(任意団体) (認定の拭行、システムの改善)

• A学会の協力で分野Aの試行開始

・5学会の協力で、分野Bの試行開始

• c学会の協力で分野Cの試行開始

- 審査・認定の主役

• JABEEの社団法人認可{器、定の調整・統括・代表)

・分野A>A学会に審査・認定を委任

・分野話〉話学会に審査・認定を委任

・分野C>C学会に審査・認定を委径

・ワシントンアごコード加盟

技術者教育の基準会設定したり評価を行ったりする認定作業には、技術者の集団である

学協会が主体的な役割を果たさなければならない。大学は認、症については「される側j で

あり、主役ではない。多くの学協会は、英文名に Engineers或いは Engineeringの誌を含

んでいる。そのような学協会は英文名の精神に立ち返り、後継者養成である技術者教育認

定の作業に深く関与すると共に、大多数を占める会員技街者の専門家としての能力を生灘

にわたって守り通すことによって、会員と共存共栄をはかる境地に一部も早く到達しなけ

ればならない。

なお、分野をどのように分割するかは、残された最大の問題様である。単独の学協会が{菌

加の分野を担当するケース、関連ある学協会が集合体を作って協力しあうケースなど、今

後の検討に待っところが大きいg

5. 龍、定の内容

詞本技街者教育認定機構について、現在までに踏まってきた検討結果を紹介する0

・認定の目的

L質的保証 社会(プロフェッショナノレ・技術者制度などを含む〉に対し，技術者教育

の質がその要求水準および国際的水準に達していることを保証する。

2.技術者教曹の器際的相互認定などへの対応 国際的特左京認、問題等が生じた場合には

本若手j度で対応する。



3.認定プ口セスを通じた技術者教育の継続的改善 単に最低水準に遣していることを保

証するだけでなく，教脊の貿がより向上することに役立てる。

・基本方針

1.主として 4年制理工学系学部教育における技術者教育プログラムを認定する。数学、

物理学、化学など理学に属する学科、コースで、あっても、探求基準を満たす教脊プ

口グラムは認定の対象となる。

2.上記自的を達成し，大学の独詣性・多様性・革新の障害とならない。

3.強制ではなく，当該学科・専攻・コース等の希望により実施する。

4.認定基準やプロセスを公表する(滋明性の碓保)。

5.権威ある中立的第三者評価とする。

6.認定されたプログラム(学科・コース等〉を公表する。

7.認定の有効期限を当面 5年とするむ

8.公正な一貫性のある評締とする。

9.合理化して，無用の仕事老作らず、なるべく費用をかけない。

10. 本システム自体も周期的に評価して見直す。

・審査方法

上 認定は自日点検結果をもとにして実地審査により行う。

2. 審査内容 各大学で独自に立てた具体的教育目標に基づいた入学者選抜方法，カリ

キュラム，教育目標の達成度，白日点検システム，継続的改善システム (FD，フ

ィードパック機構など)を評価する。ただし，大学基準協会等との認、定と盤複する

ものは不要とする。教育目標の達成疫の評輔辻各大学でその方法を考え，証拠を示

してもらう(例:試験問題と合否自答伊L設計成果，レポート，ピヂオなどの提恭)。

なお，大学，学科， 11寺拾により各プログラムで具体的目標は異なるはずであり，そ

の悶標に紹応しい入学者選抜方法，教育方法，自標達成度の評価方法を各プログラ

ムで工夫してもらうことにより，大学の独自性老出すことが期待される。

3. 審査委員は，関係学協会等から推薦された人の内から委嘱するo なるべく多くの評

領専門家を脊てることも考悲してj各大学のプログラムにつき少なくとも 1人の経

験者を育てることを目標とする。企業関係者も数百人規模で育てる。

・審査基準

技術者教育の認定を受けるには、その教育プ口グラムが、分野を問わず適用される共通

基準と、専問分野ごとに設定容れる分野別基準を満たす必要がある。共通基準は、現在の

試案では以下の項目を満たすことを求めている。

(a) 人類の帯構・福祉とは向かについて考える能力と素養(教養教育を含む)

(b) 工学的解決法の社会および自然に及ぼす効果、能{誌に関する理解力や寅任など、技

術者として社会に対する寅住を自覚する能力(技術者倫理)

(心 理論的な記述力、口頭発表力、討議などのコミュニケ…ション能力



(d) 数学、自然科学および工学的知識を応用できる能力

(e) 自己学習能力

(D 種々の科学・技術を応用して社会のニーズ、を解決するためのデザイン能力

(g) 与えられた条件下で計画的に仕事を進める管理能力

・成果，印刷物

1. 認定結果(大学・学部・学科あるいは専攻，コース名， と認定の有効期間，和英両

方で印刷公表)

2. 当該学科への認定コメント(改善点など，非公開)。特に付加価値にたいする評価点

を知らせる。良い評価を得た大学ではこれを積極的に利用することが期待される。

3. 自己評価フォーマット(和英で公表)

4. 審査基準と方法(和英で公表)

以上

参考資料

技術者教育の認定制度及び技術者資格問題に関する日本学術会議会長談話

平成 10年 12月 17日

日本学術会議会長吉川弘之

現代を特徴付ける最大のものは、環境の人工化である。都市においては、建造物、道路、

交通機関、通信網などが空間を埋めつくし、その中での人々の生活も、人工物の道具に支

えられてのみ成立する。そして、このことは都市に限らずあらゆる地域へと拡大して行き、

自然は貴重な保護すべきものへと変化した。

このような状況は、近代に始まる技術の進歩を根拠として出現したものであるが、とく

に20世紀においては、技術の爆発的進歩によって環境の人工化が加速度的に進行し、高

-度な豊かさを実現するとともに、数々の問題をも生じることとなったのである。

技術の進歩の中心に技術者(建築士を含む、以下同じ)がいる。それは技術進歩の推進

者であると同時に、多くの可能性の中から現在の技術の様態を定めた選択者でもあると考

えるべきであろう。とすれば、技術者とは組織の中のー要素として従属する者でなく、社

会の中で主体的に振舞う行動者として、改めて位置付けることが必要となる。

社会の中で、主体的に行動し、従って技術的状況に責任を持つものへと技術者が変化を遂

げるとき、技術者の新しい社会的定義が不可欠となる。このことが、技術者が社会的に認

知された資格を必要とすることの本質的根拠である。技術者資格(建築士資格を含む、以

下同じ)は、このことを中心に置きながら、その専門における技術知識や信頼性に精通し、

競争力ある独創的製品を創出するのは勿論のこと、その技術の社会的意義、倫理性、他技

術との関連、相乗効果、そして環境、エネルギー、資源、人口などの、人類が抱える重大

な課題との関連を深く洞察する能力を持つ技術者に与えられる。



一方、資格制度の確立とともに、このような龍力を持つ技術者の教育も、技術の学理を

教授する工学教育に加えて、社会的職能集団としての自覚をもっ専門職を脊成する技術者

教育の視点を強化することが求められる。このような質的変化に対応しつつ、悶際的に通

用する水準の高い教育を実施していることを専門教育プログラムごとに認定する制度も必

要である合

地球環境問題などの、世界化する諸問題に車部し、また一方で、大競争時代と言われる搬

しい世界市場の中にあって、各国は先進工業国か開発途上国かを間わず技衛者資務と技術

者教育認定制度の展開に驚くほどの努力を傾けている。しかも、再者の世界標準化がAP

EC、EU、NAFTAなどの域内に止まらず、それらを超えて急速に行われつつあるこ

とは、注目すべきことである。

今ここで、我が悶がこのような世界の動向を看過し、世界標準と適合する技街者資格お

よび技街者教育認定制度の早期確立を怠るならば、世界市場における技術競争から脱帯す

るのみならず、人類の抱える開題を連帯して解決すべき一員としての我が国の責任在放棄

したと見なされるであろう。

かえりみれば、設界的奇跡とされた我が国の高度経済成長は、動機付けられた意欲と、

高度な水準の作業力を持つ労働力に支えられたのであり、そのことが強い競争力を達成し

ただけでなく、セキュリティの高い、安全で、豊かな民主主義的社会を実現ずる援拠で、あっ

たと言えるであろう。それは、苦うまでもなく、歴史的に確立した譲れた教育を背景とし

ていたのである。それが今、教育の水準低下、若者の学問ばなれや勉学意欲の低下などの

憂うべき状況に見られるように、崩壊しつつあると考えざるを得ない。これを放置すれば、

経済再建はおろか、我が閣の産業力が抵下し、二流経済国に落ち込むことは確実である。

そこで、技術者教育認定制度によって高等教育機関における工学系教賓の中に技街者教

育の視点を確実に埋め込むと共に、資格制度の確立によって学ぶ者に正当な動機を育成す

ることは、我が閣が高度経務成長者成就させた根拠としての、国際的に見て商い水準を持

つ社会的活力者再生するための必要条件である。いわばその活力は、我が閣にとって潜在

する財産である。その活用は我が閣が経済的復位に立つために必要で、あるのみならず、人

類が藍面する深刻な線胞を解決する一員としての役割を果たすためにも重要な寅務である

と替わねばならないで、あろう c

一日も避れることなく、工学系教育に対する技術者教膏認定制度を導入し、また国際的

に整合性のある技争持者資格を確立することが必要であることを、ここに強く表明したい。

その実現のためには、政治、行政、産業および教育の各界が、それぞれ持つ霞有の役割を

十分に果たしつつ、利害に捕らわれぬ協読を行うことが必要条件であることを、当然のこ

とではあるがここに敢えて付書しておく。

大学審議会答申より抜粋

2 1世紀の大学像と今後の改革方策について 一競争的環境の中で個性が輝く大学一
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ウ)卒業時の質と国際的通用性の確保等

今後あらゆる側面で地球規模での交流等が急速に拡大していくことを考えれば，

大学における教育研究，特に教育活動の内容が国際的な通用性を有することが不

可欠となってし、く。例えば，工学分野においては，工学教育の国際的通用性を担

保する目的で，大学の工学教育の内容を評価し質の維持向上を図るとともに，そ

の評価システムを国際的な共通標準に準拠させようとする仕組みが我が国におい

ても検討されているところであり，今後このような取組なども視野に入れ，改革

を進めることが重要となってくるロ

過去の質疑応答より

Q:あなたは大学教育を職業教育におとしめようとしている。大学は専門学校とは違い

ます。

A:医学部は医師という専門職を育てる教育機関です。医学教育は専門学校でいいの

ですか?いま法学部学生の問で、ダ、プルスクールが流行っています。司法試験を受けよ

うとする学生が、専門学校に行って受験勉強をするのです。このまま放置すると、大

学は専門学校の下に来ることになりますね。

Q:認定などによって、知識の伝承と創造を目的とする大学の自由で閥逮な雰囲気が死

んでしまいます。これは大学の自殺行為になりませんか?

A:中世に大学が生まれたのは、神を代弁する聖職者、神に代わって地上の紛争を裁

く司法者、神に代わって肉体の苦痛を癒す医者など、高度な専門家を育成するためで

した。現在の高等教育は、リベラルアーツからプロフェッショナルスクールに至るま

で、多様な教育ユニット(学部、大学など)が混在して、それぞれの特色を生かしな

がら共存するのが良いと思います。

Q:理工学部の応用物理学科に属していますが，技術者教育認定を受けることができま

すか?

A:技術者教育を目的とするプログラムで教育が行われ、それが共通基準と分野別基

準を満たしていれば、認定の対象となります。組織名などは二の次です。それがプロ

グラム認定と機関認定の大きな違いです。イギリスでは TheInstitute of Physics 

がCEngを認定しています。

Q : Engineeringの枠に入りきれない建築学 (architecture)や工業化学 (industrial

chemistry)のような分野は、どう対応した良いのでしょうか?



A:これらは応用問題として対処が必要でしょう。例えば英国では、 TheRoyal Society 

of Cher抵抗ryが 1975年以降6万人に CharteredChemist(CChe坊の職イ立を授与してい

ることを考えると、税が国でも適切な対応が可能でしょう。

ーおわり一


